
動物の輸出入検疫速報（令和５年12月分）

(単位：頭、羽）

用　途 輸　入 輸　出
　乳用繁殖用 - -
　肉用繁殖用 - -
　肥育用 - -
　と畜場直行用 - -
　その他 - -
　繁殖用 94 -
　その他 - -

　めん羊 - -
　山羊 - -

　その他の偶蹄類 - -

　繁殖用 77 -
　乗用 27 -
　競走用 24 3
　肥育用 399 -
　と畜場直行用 - -
　その他 - -

　その他の馬科 - -

　うさぎ 4 26

　鶏 - -
　うずら - -
　だちょう - -
　七面鳥 - -
　あひる - -
　がちょう - -
　その他のかも目の鳥類 - -
　きじ - -

　ほろほろ鳥 - -

　初生ひな（鶏） 11,220 -

　初生ひな（その他） - -

　種卵（個） - -

　蜜蜂（群） - -

　指定検疫物以外の動物（注２） 7,545

　犬 791 668
　猫 344 332
　あらいぐま - -
　きつね - -

　スカンク - -

　サル 1,034

（資料）動物検疫所調べ
（注）１　解放頭羽数ベースの速報値のため、数値が変更となることがある。
　　　２　家畜伝染病予防法第４５条第１項第１号に基づく検査を実施した動物。

　牛

　豚

　馬



骨 砕骨 蹄角 骨腱 蹄角粉 その他の骨 計

1,168,205 1,051,190 3,347 78,877 18,000 - 2,319,619

牛肉 豚肉 めん羊肉 山羊肉 鹿肉
その他の
偶蹄類肉

加熱処理牛肉

42,049,386 76,759,015 1,315,520 3,010 3,448 - 36,698

加熱処理豚肉
加熱処理

その他の偶蹄類
ハム 加熱処理ハム ソーセージ

加熱処理
ソーセージ

ベーコン

781,439 - 207,541 12,917 1,081,290 887,531 51,146

加熱処理
ベーコン

馬肉 うさぎ肉 家きん肉 犬肉
非加熱

その他の肉
加熱処理

その他の肉

2 331,387 151 53,724,051 - 938,144 4,030,012

加熱処理
家きん肉

加熱処理
その他の家きん

計

37,730,492 3,149,439 223,092,618

牛臓器 豚臓器
その他の偶蹄類

の臓器
加熱処理
牛の臓器

加熱処理
豚の臓器

加熱処理その他
の偶蹄類の臓器

偶蹄類以外の
臓器

115,873 95,296 14,498 - - - 84,409

消化管等
加熱処理
消化管等

ケーシング 脂肪
非加熱

その他の臓器
加熱処理

その他の臓器
加熱処理

家きん臓器・消化管

3,183,048 - 410,154 2,914,079 512 - 162,860

加熱処理その他
の家きん臓器

計

7,790 6,988,519

食用殻付卵 液卵 その他の卵 計

0 832,951 2 832,953

牛皮 豚皮 めん羊皮 山羊皮 鹿皮
その他の

偶蹄類の皮
馬皮

1,577,093 79,221 176,858 - 22,632 - 46,592

うさぎ皮 犬皮 その他の皮 計

31,920 - - 1,934,315

牛毛 豚毛 羊毛 山羊毛 鹿毛
その他の

偶蹄類の毛
馬毛

- 2,938 - 3,363 - 5,600 2,564

うさぎ毛 羽毛 犬毛 その他の毛 計

- 119,617 - - 134,081

チーズ バター
偶蹄類動物の飼

料用乳製品
その他の
乳製品

計

17,580,424 2,790,721 2,989,322 6,345,457 29,705,924

血粉 肉粉 肉骨粉 皮粉・羽毛粉 計

239,623 11,010 - - 250,633

精液
(アンプル）

受精卵
（個）

ふん・尿 計

52,202 106 12 12

穀物のわら 飼料用の乾草 その他 計

18,356,030 - 102,340 18,458,370

総計

283,717,032

資料）動物検疫所調べ

(注）

２．携帯品・郵便物として輸入されたものは除く。

４．「偶蹄類以外の臓器」には、馬、家きん、うさぎ、犬の臓器を含む。

５．「消化管等」には、消化管、子宮及び膀胱を含む。

６．「その他の肉（臓器）」には、餃子やピザなど肉（臓器）を含む調製品である。

９．その他の畜産物の計に精液、受精卵は含めない。

１０．総計に「その他の畜産物」は含めない。

１１．類別の計は、集計対象が無い場合「0」と記す。

１．解放重量ベースの速報値の為、数値が変更となることがある。
　　また、数量についてはことわりのない限り、Kg集計できるもののみを集計している。

３．「家きん肉」は、鶏、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥及び七面鳥並びにあひる、がちょうその他のかも目の
　　鳥類由来の肉、ハム、ソーセージ、ベーコン。

７．「加熱処理肉」、「加熱処理ソーセージ、ハム、ベーコン」、「その他の加熱処理肉」は、農林水産大臣の指定した
　　処理施設で一定の加熱処理がなされたもの。なお、家きん肉由来のものは含まない。

８．「家きん加熱処理肉」は、農林水産大臣の指定した施設で加熱処理された、鶏、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ
　　鳥及び七面鳥並びにあひる、がちょうその他のかも目の鳥類由来の肉、ハム、ソーセージ、ベーコンである。

皮類

毛類

乳製品類

ミール類

その他
畜産物

わら類

卵類

　輸入畜産物検疫数量速報（令和5年12月分） （単位：Kg）

骨類

肉類

臓器類



骨 砕骨 蹄角 骨腱 生骨粉 加熱処理骨粉 蹄角粉

4,220 - - - - - -

その他の骨 計

- 4,220

牛肉 豚肉 めん羊肉 山羊肉 鹿肉
その他の
偶蹄類肉

ハム

815,866 150,806 - - - - 18

ソーセージ ベーコン 馬肉 うさぎ肉 家きん肉 犬肉 その他の肉

37 40 - - 321,208 - 60,340

計

1,348,314

牛臓器 豚臓器
その他の偶蹄類

の臓器
偶蹄類以外の

臓器
消化管等 ケーシング 脂肪

8 2,600 - 301 1,923 - 3,130

非加熱
その他の臓器

計

- 7,962

殻付卵 液卵 その他の卵 計

1,532,423 - 10,089  1,542,512

牛皮 豚皮 めん羊皮 山羊皮 鹿皮
その他の

偶蹄類の皮
馬皮

1,919,010 5,130,818 - - - - -

うさぎ皮 犬皮 その他の皮 計

- - - 7,049,828

牛毛 豚毛 羊毛 山羊毛 鹿毛
その他の

偶蹄類の毛
馬毛

- - - - - - -

うさぎ毛 羽毛 犬毛 その他の毛 計

- 11,364 - - 11,364

チーズ バター
偶蹄類動物の飼

料用乳製品
その他の
乳製品

計

57 254 - 171,252 171,563

血粉 肉粉 肉骨粉 皮粉・羽毛粉 計

- - - - 0

精液
(アンプル）

受精卵
（個）

ふん・尿 計

- - - 0

総計

10,135,763

資料）動物検疫所調べ

(注）

２．携帯品・郵便物として輸出されたものは除く。

４．「偶蹄類以外の臓器」には、馬、家きん、うさぎ、犬の臓器を含む。

５．「消化管等」には、消化管、子宮及び膀胱を含む。

６．総計に「その他の畜産物」は含めない。

７．その他の畜産物の計に精液、受精卵、未受精卵は含めない。

８．類別の計は、集計対象が無い場合「0」と記す。

３．「家きん肉」は、鶏、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥及び七面鳥並びにあひる、がちょうその他のかも目の
　　鳥類由来の肉、ハム、ソーセージ、ベーコン。

皮類

毛類

乳製品類

ミール類

その他
畜産物

１．解放重量ベースの速報値の為、数値が変更となることがある。
　　また、数量についてはことわりのない限り、Kg集計できるもののみを集計している。

卵類

　輸出畜産物検疫数量速報（令和5年12月分） （単位：Kg）

骨類

肉類

臓器類


